
透明プラスチック製パーティション　
横型 /縦型
このたびは弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」には安全に関する重要な

内容を記載しています。ご使用の前に必ずお読みください。また、ご使用中にもお手元に置いて活用いただき、大

切に保管してください。

お客様へ

■組立て前の確認

①ご注文頂いた製品と構成部品に間違いが無いかご確認ください。

②ボード、スタンド、ゴムパーツに損傷、亀裂が無いかご確認ください。

取扱説明書

構 成 部 品

ご使用するにあたり

・プラスチック製となりますので割れて破損させないために取扱いは丁寧に行ってください。
・透明プラスチック製パーティションは屋内でのみ使用してください。
・透明プラスチック製パーティションは平らなテーブルや机の上に設置してください。
・ボードの表面はキズつきやすいので取扱いにご注意ください。
・ボードの清掃は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に染み込ませて軽く拭いた後、水拭きを行い洗剤分を完全に
　拭き取ってください。
・清掃の際は、手袋の着用や、清掃後の手洗いなどの衛生管理を行ってください。
・ガソリン、シンナーなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。本体に白化やヒビ割れが発生する恐れが
  あります。
・透明プラスチック製パーティションは、さまざまなウイルスの飛沫感染を完全に防ぐものではございません。
・透明プラスチック製パーティションを廃棄される際は、割れなど取扱いに注意いただき、関係法令や、各地方
　自治体の規則に従って廃棄してください。
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問い合わせ先
製品の取扱いについてのお問い合わせは下記迄ご連絡ください。

ゴムパーツ×4個

TP-2-a

③原則として、ご使用開始後のご返品や交換、ご返金はお受けしておりません。

DNP田村プラスチック株式会社　〒485-8532 愛知県小牧市小木東三丁目41番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  TEL　：0120-10-4165
                                                電話受付時間：（土日、祝祭日を除く）9:30～12:00  13:00～17:00

大日本印刷株式会社 　モビリティ事業部   　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〒141-8001 東京都品川区五反田3-5-20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　：03-6431-3269
                                              

縦型

ゴムパーツ×4個

ボード×1枚

スタンド×2枚

横型
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600 ㎜

スタンド×2枚

ボード×1枚



②組立て完成後は周囲との

　接触に注意して、設置を

　してください。

横型

組み付け・設置について

縦型①ボードの溝とスタンドの溝を合

　わせ、奥まで差し込んでくださ

　い。強く押し込むと、ヒビ割れ

  などの原因になりますのでご

　注意ください。

スタンド

ボード

スタンド
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設置対象へのキズ付きなどが気
になる方はゴムパーツを 4箇所
に取り付けてください。

　

※なお、仕様およびデザインは予告なく変更することがあります。

安全上のご注意
　製品は、安全に十分配慮して設計しておりますが、誤った取扱いをすると、火災、ケガ、製品の破損の

　恐れがあります。事故防止のため下記禁止事項を必ずお守りください。

　　

禁止事項

　火災・製品の変形につながる恐れがあります

・火器、熱器具などのそばに設置しないでください。

禁止

　ケガにつながる恐れがあります

・お子様に製品で遊ばせないでください。
・製品を加工・改造して使用しないでください。

・不安定な場所に設置しないでください。
・ボードに風を直接あてないでください。

　製品の破損につながる恐れがあります

ゴムパーツ

禁止

禁止

・ボードに物をかけたり、よりかからないようにしてください。
・スタンドなしで設置しないでください。

組立て、移動の際は　　
部を絶対持たないでくだ
さい。
ボードが割れて破損に
つながります。
（組立て後は注意ラベル

　は剥がしてください）

　

　　・ご使用前に、製品の破損や亀裂等が無いことを確認してください。気がついたら、すぐに使用をご使用前に、製品の破損や亀裂等が無いことを確認してください。気がついたら、すぐに使用を

　　　中止してください。　　　中止してください。

　　・消防法に基づき、消防設備（スプリンクラー、火災報知器など）の妨げにならないよう設置をし　　・消防法に基づき、消防設備（スプリンクラー、火災報知器など）の妨げにならないよう設置をし

　　　てください。　　　てください。

　　　　


